
説明資料

近畿圏の新たな高速道路料金について



近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針（案）の概要

料金の賢い3原則（高速道路を賢く使う上で共通の理念）

① 利用度合いに応じた公平な
料金体系

② 管理主体を超えたシンプルで
シームレスな料金体系

③ 交通流動の最適化のための
戦略的な料金体系

特に、近畿圏は「必要なﾈｯﾄﾜｰｸの充実と合理的な料金体系の整理との両立」、「管理主体の整理」に特段の対応が必要

（１）料金体系の整理・統一とネットワーク整備
○ 料金水準を現行の高速自動車国道の大都市近郊区間を基本とする対距離制を導入し、車種区分を５車種区分に統一。
○ 阪神高速については、関係自治体の提案を踏まえ、淀川左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部の整備に必要な財源確

保の観点から、有料道路事業について、事業費の概ね５割を確保するために、様々な工夫を行いつつ、必要な料金を設定。

平成29年度からの具体方針

（２）管理主体の統一も含めた継ぎ目のない料金の実現
○ 高速道路会社と一体的なネットワークを形成している路線で、地方道路公社等の管理となっている区間は、合理的・効率的

な管理を行う観点から、地方の意向を踏まえ、高速道路会社で一元的に管理。
○ 大阪及び神戸都心部への流入に関して、交通分散の観点から、経路によらず起終点間の最短距離を基本に料金を決定。

（１）料金体系の整理・統一とネットワーク整備
○ 阪神高速において、料金体系の整理・統一を更に進める。

・対距離制を基本とした公平な料金体系の更なる前進に向け、新たな上限料金を設定。
・料金割引についても整理・統一を図る観点等から、大口・多頻度割引の拡充や深夜割引の導入を実施。

○ 関係自治体の提案を踏まえ、淀川左岸線（２期）や名神湾岸連絡線の整備に必要な財源確保を検討。

令和6年度からの具体方針

（２）起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現
○ ネットワークの開通状況を踏まえ、道路交通や環境等についての都心部の政策的な課題を考慮し、大阪及び神戸都心部を

避けて通行する利用が料金面で不利にならないよう、経路によらず起終点間の最短距離を基本に料金を決定。
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阪神高速の上限料金改定について

○ 平成29年6月からの利用重視の料金体系への移行の際、物流への影響や非ETC車の負担増などを考
慮して、激変緩和措置として上限料金を設定しており、移行から一定の期間が経過したことも踏まえ、対
距離制を基本とした公平な料金体系の更なる前進に向けて、上限料金を見直し。
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車種
区分

現行基本料金
６月１日からの

基本料金

下限額 上限額 下限額 上限額

軽・二輪 280円 1,090円 280円 1,590円

普通車 300円 1,320円 300円 1,950円

中型車 330円 1,560円 330円 2,310円

大型車 400円 2,080円 400円 3,110円

特大車 550円 3,350円 550円 5,080円

※ 料金額は0.1km毎の料金距離に応じて、10円単位で加算。
※ 現金でご利用のお客さまは、阪神高速に入って初めに通行する料金

所で上記車種区分に応じた上限額をお支払いいただきますと、阪神
高速全線をご利用いただけます。



阪神高速の大口・多頻度割引について
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○ コロナ禍においても国民生活・経済活動を支えた物流などの支援のため、大口・多頻度割引の最大割
引率を35％から45％に拡充。

阪神高速における１か月のETCコー
ポレートカード１枚ごとの割引対象額

現行
基本割引率

６月１日からの
基本割引率

5千円超1万円以下の部分 10％（3％） 10％

1万円超3万円以下の部分 15％（6％） 20％

3万円超3.5万円以下の部分 20％（6％） 25％

3.5万円超7万円以下の部分 20％（8％） 25％

7万円超の部分 20％（13％） 25％

■車両単位の基本割引率 ■車両単位の拡充割引率

阪神高速における１か月のETCコー
ポレートカード１枚ごとの割引対象額

現行
拡充割引率

６月１日からの
拡充割引率

1万円超の部分 5％ 10％

現行の割引率
（最大）

６月１日からの割引率
（最大）

車両単位
割引

基本割引 20％ 25％
湾岸線・神戸線（月見山～摩耶）・淀川左岸線・大和
川線・松原線（三宅JCT～松原JCT）・北神戸線・神
戸山手線のみを通行する利用分

5％ 10％

契約単位割引 10％ 10％
合計 35％ 45％

※現行基本割引率の（）書きは、現行まで拡充される前の本来割引率
※車両単位の拡充割引率は特定範囲（湾岸線・神戸線（月見山～摩耶）・淀川

左岸線・大和川線・松原線（三宅JCT～松原JCT）・北神戸線・神戸山手線）
のみ利用の交通に限定

■大口・多頻度割引の更なる拡充イメージ（最大割引率の場合）



阪神高速の深夜割引について

○ 交通量が少ない深夜時間帯へ交通を分散し、都心部の渋滞緩和を図るため、午前0時から午前4時ま
での間に阪神高速に流入する利用について、20％割引を導入。
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OK：入口通過時間が適用時間内（0時～4時）のご利用のため割引対象
NG：入口通過時間が適用時間外（0時～4時以外）のご利用のため割引対象外

（※）深夜割引の適用判定は、阪神高速の最初の入口のETCアンテナとの通信時間が基準となります。



大阪都心迂回割引について

○ 大阪都心部を通過する交通の迂回を促進し、都心部の渋滞緩和を図るため、令和2年3月の大和川線
全線開通を踏まえ、大阪都心迂回割引を新たに導入。

＜割引例＞

1,460円
阪神：1,460円

ﾈｸｽｺ：0円

1,800円
阪神：1,290円
ﾈｸｽｺ：510円

経路に関係なく

1,460円

東大阪線 経由

大和川線
近畿自動車道 経由

●ETC普通車の場合 ——————————————————

都心迂回経路の料金が高い場合に起終点間の
都心経由経路の最安料金とする

●対象の通過JCT ————————————————————

三宝JCT以遠

助松IC
（湾岸線）

中野IC
（東大阪線）

5

2
13

6

第二阪奈道路

4

都心経由経路

都心迂回経路

12

中野

助松

11

大和川線
R2.3.29全線開通

吹田
JCT

守口
JCT

三宝
JCT

門真
JCT

東大阪
JCT

松原
JCT

西名阪自動車道

※1 新名神高速道路の高槻ICを含む。名神高速道路の久御山淀ICを除く。
※2 ETC2.0搭載車については、第二京阪道路を通過する交通（巨椋池ICより北方面からの流入・流出、京滋バイパスから

の流入・流出及び新名神高速道路からの流入・流出を含む）も対象。

・吹田JCT以遠※¹

（大山崎IC～茨木IC）

・東大阪JCT以遠
（大東鶴見IC～吹田IC） 及び （中野IC～宝来IC）

・ 門真JCT以遠※²

（巨椋池IC～寝屋川南IC）



神戸都心迂回割引について
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○ 神戸都心部を通過する交通の迂回を促進し、都心部の渋滞緩和を図るため、中国自動車道から新名
神高速道路※への交通転換を踏まえ、神戸都心迂回割引を新たに導入。
※ 高槻JCT～川西IC：H29.12.10開通、川西IC～神戸JCT：H30.3.18開通

＜割引例＞

2,140円
阪神：1,950円
ﾈｸｽｺ：190円

3,570円
阪神：1,620円
ﾈｸｽｺ：1,950円

経路に関係なく

2,140円

神戸線
東大阪線 経由

北神戸線
中国道・近畿道 経由

●ETC普通車の場合 ———————————

●対象の通過JCT —————————————

伊川谷JCT 以遠
（玉津IC～明石西IC）

大久保IC
（第二神明）

中野IC
（東大阪線）

都心迂回経路の料金が高い場合に起終点間
の都心経由経路の最安料金とする

5

7

32

31

11

中国自動車道

3

2

11

6

第二阪奈道路

4

13

大久保

中野

H29.12.10 開通H30.3.18 開通

新名神高速道路

都心経由経路

都心迂回経路

三宝
JCT

守口
JCT

東大阪
JCT

門真
JCT

吹田
JCT

神戸
JCT

高槻
JCT

松原
JCT

西宮
IC

伊川谷
JCT

美原
JCT

川西IC
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※1 新名神高速道路の高槻IC及び中国自動車道の中国吹田ICを含む。名神高速道路の久御山淀ICを除く。
※2 ETC2.0搭載車については、第二京阪道路を通過する交通（巨椋池ICより北方面からの流入・流出、京滋バイパスからの流入・流出及

び新名神高速道路からの流入・流出を含む）も対象。

・吹田JCT以遠※¹

（大山崎IC～茨木IC）
及び

（八尾IC～吹田IC）

・門真JCT以遠※²

（巨椋池IC～寝屋川南IC）

・東大阪JCT以遠
（中野IC～宝来IC）・松原JCT以遠

（松原IC、美原北IC）
及び

（天理IC～藤井寺IC）

・美原JCT以遠
（美原東IC～新庄IC）



神戸都心流入割引について
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○ 神戸都心部と都心部西側間の交通について、交通の分散を図るため、経路によらず起終点間の最短
距離を基本に料金を決定する神戸都心流入割引を平成29年6月から導入しているが、中国自動車道か
ら新名神高速道路※への交通転換を踏まえ、都心部東側間の交通にも神戸都心流入割引を拡大。
※ 高槻JCT～川西IC：H29.12.10開通、川西IC～神戸JCT：H30.3.18開通

＜割引例＞

1,760円
阪神：800円
ﾈｸｽｺ：960円

2,190円
阪神：1,050円
ﾈｸｽｺ：1,140円

経路に関係なく

1,760円

神戸線
名神高速道路 経由

北神戸線
中国自動車道 経由

●ETC普通車の場合 ——————

湊
川

京
橋

生
田
川神戸長田 柳

原

東側（拡充）

12

132

3

5

7

32

31

11

中国自動車道

●対象の通過JCT ———————

神戸都心部
（3号神戸線、31号神戸山手線、32号新神戸TN）

京
橋

生
田
川

神戸長田 柳
原

西側（現行）

京橋IC
（神戸線）

茨木IC
（名神高速）

茨木

京橋
都心経由経路

都心迂回経路

対象範囲

守口
JCT

西宮山口
JCT

伊川谷
JCT

西宮
IC

吹田
JCT

伊川谷
JCT

伊川谷
JCT

H29.12.10 開通H30.3.18 開通

神戸
JCT

川西IC

高槻
JCT

7

32

31

7

32

31

新名神高速道路

都心迂回経路の料金が高い場合に起終点間
の都心経由経路の最安料金とする

吹田JCT以遠※1

（大山崎IC～茨木IC）及び（摂津南IC、吹田IC）

※1 新名神高速道路の高槻IC及び中国自動車道の中国吹田ICを含む。名神高速道路の久御山淀ICを除く。



阪神高速の大和川線・堺線乗継割引について

○ 令和2年3月の大和川線全線開通を踏まえ、大阪都市再生環状道路の更なる有効活用を図るため、関
係機関と連携して大和川線と堺線のジャンクション化を検討するとともに、大和川線と堺線を一般道路を
経由して引き続いて通行する場合、これを1回の通行とみなす乗継割引を導入。

大和川線

堺線

東大阪線

R2.3.29 全線開通

大和川

住之江

湾岸線

出典 ： 国土地理院撮影
空中写真（2022年）
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26

住之江

6

大和川

大和川線
（トンネル部）

堺線

乗継経路（堺線⇒大和川線）

15

乗継経路（大和川線⇒堺線）

約
8
0
0
m

約
4
0
0
m

・対象入口を20時から6時までの間に通
過する車両に対し乗継割引を適用。

・対象時間については、R7年度からを
目途に24時間とする予定。

※喜連瓜破更新工事により通行止め中の松原線の交通が大和川線に転換し
ているが、この更新工事がR6年度末までに完了予定であることや、交差点
改良による国道２６号の渋滞対策がR６年度末までに完了予定であることを
踏まえ、国道２６号の渋滞への影響を考慮し、R６年度末までの割引対象時
間はオフピークに限定。



阪神高速の関西国際空港方面割引について

○ 大阪都心部と関西国際空港方面を結ぶ交通について、上限料金改定に伴う激変緩和措置として、上限
料金を1,320円（普通車の場合）とする関西国際空港方面割引を導入。

＜割引例＞

例（普通車） 現料金

上限料金改定後

割引
適用前

割引
適用後

りんくうJCT
→土佐堀

（44.1km）
1,320円 1,710円 1,320円

岸和田南
→土佐堀

（35.4km）
1,320円 1,420円 1,320円

堂島
→りんくうJCT

（46.6km）
1,320円 1,790円 1,320円

堂島
→岸和田南

（37.9km）
1,320円 1,510円 1,320円

軽・二輪 普通車 中型車 大型車 特大車

1,090円 1,320円 1,560円 2,080円 3,350円

＜車種別の割引後額＞

＜割引対象範囲＞

高麗橋

本町

長堀

道頓堀

高津

夕陽丘

湊町

四ツ橋

信濃橋

土佐堀

堂
島

北
浜

出入橋

梅田

えびす町

なんば

至
湾
岸
線

至
堺
線

＜大阪都心部対象出入口＞

割引適用エリア
（普通車の場合1,320円）

三宝

岸和田南

岸和田北

泉大津

出島

大浜

泉佐野北

泉佐野南

りんくうJCT

貝塚

浜寺

大阪都心部

助松※

※助松以北の出入口は現行上限料金（普通車の場合1,320円）に達し
ないため、距離料金が適用される。
ただし、助松→信濃橋31.8㎞を通行する軽・二輪のみ、現行上限料
金（1,090円）を超えるため割引が適用される。

阿波座 法円坂
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